
保険証兼高齢受給者証一部負担金の割合判定

同じ世帯に住民税課税標準額（調整控除がある場合は
控除後の金額）が145万円以上の70歳以上75歳未満の

国保被保険者がいる
NO ２割

同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎
控除後の総所得金額等」の合計が210万円以下である

YES

YES

【１人】
合計収入が
383万円未満

【２人以上】
合計収入が
520万円未満

NO

≪同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の数≫

YES

２割

２割

NO

３割

同じ世帯に旧国保被保
険者（国保から後期高齢
者医療制度へ移行した

人）がいる

NO

YES

２割

旧国保被保険者を含め
た収入合計が520万円

未満である

YES

NO

NO


